
 

  

 



 

  

 

次のいずれにも該当する方 
 
・ハローワークに求職の申込みをし、公共安定所長の受講指示又は 
受講推薦、又は支援指示が得られる方で訓練開始日に就職していない方 
 

・訓練開始日前の 1年以内に次の訓練を受講していない方 
「公共職業訓練」又は求職者支援訓練の「実践コース」 

 
・詳細はハローワークにご相談下さい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


